
 

光地区消防組合火災予防条例等施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

  令和７年３月３１日 

 

光地区消防組合         

 管理者 芳 岡   統    

 

光地区消防組合規則第３号 

   光地区消防組合火災予防条例等施行規則の一部を改正する規則 

 光地区消防組合火災予防条例等施行規則（昭和５９年光地区消防組合規則第

３号）の一部を次のように改正する。 

 第２条に次の１項を加える。 

４ 前３項の規定は、電子情報処理組織（光地区消防組合管理者の使用に係る

電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と届出をする者の相手方の使

用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。以下同じ。）

を使用する方法により行う届出については、適用しない。 

第１１条の見出しを「（消防訓練）」に改め、同条第１項を次のように改め

る。 

省令第３条第１１項（省令第５１条の８第４項において準用する場合を含

む。）に規定する通報は、別記第８号様式又は電子情報処理組織を使用する

方法により行うものとする。 

第１１条第２項中「前項の消防訓練」を「消防計画に基づく消火、通報及び

避難の訓練」に改め、「実施したときは」の次に「、必要に応じ」を加え、た

だし書きを削る。 

第１８条中「別記第１４号の２様式」の次に「又は電子情報処理組織を使用

する方法」を加える。 

第１９条本文中「様式」の次に「又は電子情報処理組織を使用する方法（条



 

例第４４条第１号から第１３号までに規定する届出に限る。）」を加える。 

 第２０条に次のただし書を加える。 

  ただし、条例第４５条第１号に規定する届出は、口頭により行うことがで

きる。 

第２０条第１号中「。ただし、口頭又は電話をもって届出をすることができ

る。」を削る。 

 第２５条中「ＪＩＳ Ａ４２０１－２００３（建築物等の雷保護）」を「日

本産業規格Ｚ９２９０（雷保護）－３－２０１９」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に設置され、又は令和８年３月３１日までにその

工事に着手する建築物の避雷設備のうち、改正後の光地区消防組合火災予防

条例等施行規則第２５条の規定に適合しないものについては、この規定にか

かわらず、なお従前の例による。 


